
 

道
路
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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和
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年
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月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
口
県
知
事 

 

村 

岡 

嗣 

政 

山
口
県
規
則
第
十
六
号 

 
 
 

道
路
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

  

道
路
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
山
口
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  

第
三
十
二
条
中
「
横
断
歩
道
橋
等
」
の
下
に
「
、
自
動
運
行
補
助
施
設
」
を
加
え
る
。 

  

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
） 

第
四
十
四
条 

歩
行
者
利
便
増
進
道
路
に
設
け
ら
れ
る
歩
道
若
し
く
は
自
転
車
歩
行
者
道
又
は
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
で
あ
る
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路 

 

若
し
く
は
歩
行
者
専
用
道
路
に
は
、
歩
行
者
の
滞
留
の
用
に
供
す
る
部
分
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
部
分
に
は
、
歩
行
者
利
便
増
進
施
設
等
の
適
正
か
つ
計
画
的
な
設
置
を
誘
導
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
歩
行
者
利
便
増
進
施
設 

等
を
設
置
す
る
場
所
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
街
灯
、
ベ
ン
チ
そ
の
他
の
歩 

行
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

歩
行
者
利
便
増
進
道
路
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
条
第
一
項
に 

規
定
す
る
新
設
特
定
道
路
を
除
く
。）
は
、
同
項
に
規
定
す
る
道
路
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

  
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


